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企業庁千葉ニュータウン事業について 

平成２１年１１月１９日 
企    業    庁 

１ 事業の概要 

   千葉ニュータウン事業は、昭和 44 年度に新住宅市街地開発法の適用を受けて、  

船橋都市計画事業及び印西都市計画事業の新住宅市街地開発事業として、首都圏

における宅地需要を計画的に受入れるとともに、長期的な宅地需要の安定に資す

るため、居住環境の良好な住宅用地及び業務用地等を計画的に供給し、北総地域

の中核的な拠点都市をつくろうとするものであり、昭和５３年度から独立行政 

法人都市再生機構の参画を得て共同事業で実施している。     

〔全体計画〕  

(ｱ) 事業区域   船橋市、印西市、白井市、印旛村及び本埜村の各一部 

(ｲ) 事業期間   新住宅市街地開発事業認可期間  

   印西都市計画事業新住宅市街地開発事業：昭和 44 年度～平成 25年度 

      船橋都市計画事業新住宅市街地開発事業(小室地区）  

                        ：昭和 44 年度～平成 17年度 

  (ｳ) 総事業費   約１兆２，０４９億円 

(ｴ) 計画面積   約１，９３３ヘクタール 

(ｵ) 土地利用計画   宅  地   約１，２３０ヘクタール（63.6％） 

             公共用地   約  ７０３ヘクタール（36.4％） 

               計    約１，９３３ヘクタール 

 

 〔進捗状況〕 

                         平成 21 年 9月末現在 

区  分 計  画 21 年 9 月末実績 進捗率（％）

用地買収    １，７８３ ha  １，７７９ ha   ９９.７

宅地処分    １，２３０ ha  ８３１ ha   ６７.６

入居戸数    ４５，６００ 戸   ３２,０４４ 戸   ７０.３

入居人口  １４３，３００ 人   ８８,５４０ 人   ６１.８

 

〔企業庁と都市再生機構との分担〕 

   ① 県（企業庁） ・ 都市計画及び事業計画に関すること 

            ・ 用地取得及び地元対策に関すること 

   ② 都市再生機構 ・ 宅地の造成及び公共公益施設の整備に関すること 

            ・ 宅地及び造成施設の処分に関すること   
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２ 現状と課題 

 (1) 収支状況(企業庁分) 

    〔H20 決算及び事業報告書〕  H20 支出累計   6,320 億円  

                     H20 収入累計  5,052 億円   

                                 収支差        ▲1,268 億円          

（収支差 1,268 億円については、土地造成整備事業会計の全体で措置済み。） 

 

 (2) 都市計画及び事業計画の変更 

  平成 24 年度までには最終の都市計画及び事業計画の変更を行う必要があり、 

・ 買収困難地の区域除外を考慮した事業区域の変更 

・ 宅地販売戦略等を考慮した土地利用計画の変更 

・ 道路・公園等の都市施設の変更 

等について関係機関との協議・調整を進めている。 

 

 (3) 宅地の処分促進 

千葉ニュータウンにおける宅地の処分については、世界的金融危機を背景

とした景気の急激な悪化を受け、極めて厳しい状況となっている。今後も 

都市再生機構との連携のもと、来年度の成田新高速鉄道の開業を契機とした 

ＰＲに取り組むなど住宅用地及び施設用地の処分促進に努める。 

 

 (4) 事業清算 

平成 25 年度の事業完了に伴う都市再生機構との円滑な清算に向け、平成

19 年度から「千葉ニュータウン事業清算会議」を設置し、基本的事業清算  

方針を策定し、個別検討事項についても協議・検討を開始した。 

 

(参考) 今後の事業完了に向けたスケジュール(案) 

区 分 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 
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